
第 号

2
2022.2.7
490

新型コロナウイルスワクチン追加（３回目）接種のお知らせ（１月３１日時点）

＊�追加接種前倒しに伴い、接種券等の発送時期も前倒ししています。詳しくは市ホームページ�
にてご確認ください。
＊追加接種と並行し、引き続き、初回（１・２回目）接種の予約も受け付けています。
＊自衛隊による大規模接種会場（追加接種専用）が東京、大阪に設置されます。

（�お詫び）１月１８日から１月２７日にかけて送付しました追加接種券に同封の「個別接種実施医療機関一覧」について、�
二上駅前診療所の電話番号に一部誤りがありました。正しくは「０７０－６６７２－８９３２」です。

・�家族が感染してしまった、いろいろと相談したい・・・

・�食事をした友人が感染していたことが分かった、不安・・・

・�同じ部署の同僚が感染した、私は濃厚接触者になるの？

・�事業所内で感染者が発生したときにとるべき行動は？

・�濃厚接触者の定義って？　など

◆追加接種スケジュール

区分 接種時期 接種会場、予約方法及び使用ワクチン

医療従事者等
高齢者施設等の入所者及び従事者
通所サービス事業者の利用者及び従事者
病院及び有床診療所の入院患者

２回目接種より
６か月経過後

集団接種（会場：保健センター、総合体育館）
�・予約方法：�電話、ＬＩＮＥまたはＦＡＸ（聴覚に障が

いのあるかた）
�・使用ワクチン：モデルナ社製及びファイザー社製

個別接種（会場：各医療機関）
�・予約方法：各医療機関の指定する方法
�・使用ワクチン：ファイザー社製

＊�予約受付開始日は、追加接種券送付用封筒に�
同封されている案内文書にてご確認ください。

昭和３２年４月１日以前にお生まれの高齢者

上記以外の１８歳以上のかた

２回目接種より
８か月経過後
（�３月以降は７か月
経過後）

◆予約（集団接種）・問合先　新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター［受付時間：９：００～１７：００（土・日・祝日除く）］ 
　☎４４－８９７０　 ７６－６７７５　※お電話の際は、おかけ間違いのないようお願いします。

市ホームページ 大規模接種

感染についての疑問や不安に関する相談窓口

自宅待機・自宅療養中のかたへの支援 ◆問合先　市役所危機管理課　☎７６ー２００１（内線１３４・１３７）

奈良県
新型コロナ・発熱患者受診相談窓口
☎０７４２－２７－１１３２

０７４２－２７－８５６５
＊２４時間、土・日・祝日も対応可

！

！

発熱など体調に関する相談は、まずは身近なかかりつけ医に電話でご相談ください。
＊かかりつけ医がいないかたや、医療機関が休みの場合は、上記窓口にご相談ください。

自宅待機や災害などに備え、日ごろより生活用品を備蓄しておくことが大切です。

　新型コロナウイルス感染症に関する保健所からの指示などにより自宅待機・自宅療養中で、親族や周囲のかたから支援
を受けることが困難なかたへの支援を行っています。詳しくは市ホームページ（QRコード）をご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症の影響による各種保険料の減免について
　新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件に該当する場合は、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者
医療保険料の減免が受けられます。

◆対象　次の（１）、（２）のいずれかに当てはまるかた
（１）�主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病（１か月

以上の治療を要すると認められる場合）を負った世帯
（２）�主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収

入または給与収入（以下「事業収入等」という。）が
減少し、次の①～③のすべて（介護保険料は①及び②）
に該当する世帯

　　①�世帯の主たる生計維持者の令和３年の事業収入等の
いずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補填
されるべき金額を控除した額）が令和２年の当該事
業収入等の額の１０分の３以上

　　②�世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等にか
かる所得以外の令和２年の所得の合計額が４００万
円以下

　　③�世帯の主たる生計維持者の令和２年の合計所得金
額が１，０００万円以下

＊�減少した事業収入等にかかる令和２年の所得が０円の場
合は減免対象外です。
＊年金収入・株式所得などの減少は減免対象外です。
◆申請・問合先　
　�　右表で必要書類をご確認の上、申請書に必要書類を
添えて郵送してください。申請書は市ホームページ（後
期高齢者医療保険料は奈良県後期高齢者医療広域連合
のホームページ）からダウンロードできます。
　（国民健康保険料・後期高齢者医療保険料について）
　総合福祉センター国保医療課　☎７９－７５２８
　（介護保険料について）
　総合福祉センター介護福祉課　☎７９－７５２１

基準 提出書類

該
当

（
１
）
に

・保険料減免申請書（＊１）
・�死亡診断書の写しまたは重篤な傷病の場合は
医師の診断書の写し

（
２
）
に
該
当

共
通
書
類

・保険料減免申請書（＊１）
・減免にかかる所得状況申告書（１世帯に１部）
・�令和２年分の主たる生計維持者の収入の確認
ができるもの（確定申告書の写しや源泉徴収
票の写しなど）
・�保険金、損害賠償等により補填されるべき金
額がある場合は、その金額がわかるもの

事
由
別
添
付
書
類

事業の
廃止

税務署、保健所への休廃業届ま
たは商業全部事項証明書の写し

失業
（＊２）

雇用保険受給資格者証または労
働基準法に基づく退職時の証明
書など

事業収入等
の減少

令和３年１月１日から同年１２月３１
日までの各月の事業収入等がわか
るもの（帳簿または通帳の写しな
ど）

給与収入
の減少

令和３年１月１日から同年１２月３１
日までの給与明細など

＊１　�後期高齢者医療保険・介護保険は１人につきそれぞれ
１枚

＊２　�コロナの影響により会社都合で失業した国民健康保
険被保険者のかたはお問い合わせください。

 お忘れなく！！　下記給付金の申請期限はいずれも２月２８日です

令和３年度　子育て世帯への臨時特別給付金

子育て世帯生活支援特別給付金

○対象者（申請が必要なかた）
　１　�高校生の児童（平成１５年４月２日から平成１８年４月１日生まれ）を養育し、所得額が児童手当（本則給付）の�

支給対象となるかた
　２　令和３年９月分の児童手当（本則給付）受給資格者で、公務員のかた
　３　�令和３年９月１日から令和４年３月３１日までに生まれた新生児を養育し、児童手当（本則給付）の受給資格者で�

公務員のかた（申請期限後に生まれた新生児の取り扱いは決まり次第、市ホームページなどでお知らせします）
○支給額　児童1人当たり１０万円
○申請先　�上記１及び２のかた�→�令和３年９月３０日時点の住所地の市区町村�

上記３のかた�→�新生児出生時点の住所地の市区町村
＊�申請が不要なかたへの支給は、昨年１２月２７日より開始しています。令和３年９月１日から令和４年３月３１日までに生まれた
新生児を養育しているかたへは、当該新生児の児童手当の申請があった後、別途通知の上、随時支給します。�

住民税が非課税など、低所得の子育て世帯に対し、児童１人当たり５万円を支給します。
支給にあたっては審査があり、世帯構成（ひとり親世帯か否か）により支給要件が異なります。
＊申請が不要なかたへの支給は、昨年４月３０日、７月７日、８月１９日にそれぞれ終えています。

申請方法など
詳しくはこちら�⇒

ひとり親世帯
はこちら　　�⇒

ひとり親世帯
以外はこちら�⇒

◆問合先　総合福祉センター児童福祉課　☎７９－７５２２

第４９０号日月年令和４ ２ ７
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▼
日
時
　
２
月
26
日
（
土
）
・
27
日

（
日
）
午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時

30
分
（
最
終
受
付
午
後
３
時
）

▼
対
象
　
地
域
の
か
た
や
卒
園
生
な

ど
、
志
都
美
幼
稚
園
に
ゆ
か
り
の
あ

る
か
た

▼
内
容
　
園
の
沿
革
・
ア
ル
バ
ム
の

展
示
、
園
庭
園
舎
の
散
策
、
在
園
児

の
作
品
展
示
　
な
ど

＊
保
育
室
へ
の
入
室
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
持
ち
物
　
上
履
き
、
靴
袋

＊
申
込
は
不
要
で
す
。
直
接
園
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先
　
志
都
美
幼
稚
園
　

☎
76
―
３
７
６
１

展
示
作
品
を
募
集

書
道
・
ぬ
り
え
作
品
展

▼
受
付
　
３
月
５
日
（
土
）
・
６
日

（
日
）
午
後
１
時
～
４
時

▼
場
所
　
ふ
た
か
み
文
化
セ
ン
タ
ー

１
階
・
ロ
ビ
ー

＊
受
付
時
に
「
書
道
の
課
題
・
ぬ
り

え
の
下
絵
」
を
配
付
の
上
、
作
品
の

提
出
方
法
と
日
時
を
ご
案
内
し
ま
す
。

＊
作
品
展
は
５
月
７
日
（
土
）
・
８

日
（
日
）
の
午
前
10
時
～
午
後
４
時
、

ふ
た
か
み
文
化
セ
ン
タ
ー
１
階
ロ
ビ

ー
で
開
催
し
ま
す
。

▼
問
合
先
　
香
芝
市
文
化
協
会
事
業

部
（
芳
村
）

☎
０
９
０
―
５
４
６
１
―
４
７
５
６

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康

子
育
て
・
教
育

生
活
・
環
境

お
知
ら
せ

相
　
談

公
共
交
通
の
あ
り
方
に
つ
い
て
一
緒

に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

＊
ミ
ニ
講
演
や
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

▼
費
用
　
無
料

▼
申
込
・
問
合
先
　
２
月
15
日（
火
）

午
後
５
時
ま
で
に
、
電
話
、
メ
ー
ル

ま
た
は
窓
口
に
て
申
込

＊
メ
ー
ル
の
際
は
、
氏
名
（
ふ
り
が

な
）
・
住
所
・
電
話
番
号
・
年
齢
・

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
や
デ
マ
ン
ド
交

通
の
利
用
状
況
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
を
２
日
に
一
回
程
度
利
用
し
て
い

る
、
利
用
し
た
こ
と
が
な
い
な
ど
）

を
明
記

香
芝
市
地
域
公
共
交
通
活
性
化
協
議

会
事
務
局
（
市
役
所
生
活
安
全
課

内
）
　
☎
44
―
３
３
０
４
　

an
zen

@
city

.k
ash

ib
a.lg

.jp

女
性
の
再
就
職
を
応
援

マ
ザ
ー
ズ
セ
ミ
ナ
ー

▼
日
時
　
３
月
３
日
（
木
）
午
前
10

時
～
11
時
10
分

▼
場
所
　
ふ
た
か
み
文
化
セ
ン
タ
ー

２
階
・
会
議
室
２
～
３

▼
対
象
　
結
婚
・
出
産
・
育
児
な
ど

に
よ
る
離
職
を
経
て
再
就
職
を
目
指

す
女
性

＊
「
ち
ょ
っ
と
話
を
聞
い
て
み
よ
う

か
な
」
「
働
き
た
い
け
ど
不
安
…
」

と
い
う
か
た
も
大
歓
迎
で
す
。

▼
定
員
　
先
着
30
名

▼
内
容
　
求
職
活
動
の
進
め
方
、
応

募
書
類
の
書
き
方
、
面
接
の
ポ
イ
ン

ト
、
仕
事
と
家
庭
の
両
立
に
つ
い
て

学
び
ま
す
。
子
ど
も
を
連
れ
て
ご
参

加
い
た
だ
け
ま
す
。

▼
講
師
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
和
高
田

職
員

▼
費
用
　
無
料

▼
共
催
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
和
高

田
・
広
陵
町

▼
申
込
・
問
合
先
　
２
月
９
日（
水
）

～
24
日
（
木
）
ま
で
の
間
に
電
話
ま

た
は
メ
ー
ル
に
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・

年
齢
・
住
所
・
電
話
番
号
・「
マ
ザ

セ
ミ
申
込
」
を
明
記
し
、
申
込

市
役
所
市
民
協
働
課
　

☎
44
―
３
３
１
４ 

k
y
o
u
d
o
u
@

city
.k

ash
ib

a.lg
.jp

☆
無
料
託
児
あ
り
。
希
望
す
る
か
た

は
申
込
時
に
児
童
氏
名
・
年
齢
・
性

別
を
お
伝
え
く
だ
さ
い
（
対
象

：

６
か
月
以
上
就
学
前
ま
で
）
。

＊
人
数
に
よ
り
託
児
を
お
断
り
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
（
定
員
５
名
程

度
）
。

＊
利
用
す
る
か
た
は
当
日
、
必
要
に

応
じ
て
子
ど
も
用
の
飲
み
物
・
お
む

つ
な
ど
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

志
都
美
幼
稚
園
メ
モ
リ

ア
ル
カ
ミ
ン
グ
デ
イ

　
令
和
４
年
度
か
ら
休
園
す
る
志
都

美
幼
稚
園
に
て
、
地
域
の
か
た
や
卒

園
生
に
園
舎
を
訪
れ
て
も
ら
う
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
し
ま
す
。

地
域
公
共
交
通
の
あ
り
方
に

つ
い
て
、み
ん
な
で
考
え
て

み
ま
せ
ん
か
～
コ
ロ
ナ
禍
に

お
け
る
公
共
交
通
の
い
ま
～

▼
日
時
　
２
月
23
日
（
水
・
祝
）
午

前
10
時
～
正
午

▼
場
所
　
市
役
所
２
階
・
大
会
議
室

▼
対
象
　
市
内
在
住
で
地
域
公
共
交

通
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
・
デ
マ
ン

ド
交
通
・
路
線
バ
ス
・
鉄
道
・
タ
ク

シ
ー
）
に
関
心
の
あ
る
か
た

▼
定
員
　
30
名
程
度
（
事
前
申
込

制
）

＊
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り

ま
す
。

▼
内
容
　
本
市
で
は
「
誰
も
が
快
適

に
お
で
か
け
で
き
、
い
つ
ま
で
も
健

や
か
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
　

か
し
ば
」
を
基
本
理
念
に
、
地
域
公

共
交
通
の
活
性
化
を
推
進
し
て
い
ま

す
。
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
生
活
様
式

の
変
化
に
伴
い
、
こ
れ
か
ら
の
地
域

　
掲
載
内
容
は
１
月
31
日
時
点
の
も

の
で
す
。
今
般
の
感
染
症
の
流
行
状

況
に
よ
り
行
事
が
中
止
や
延
期
と
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
担
当

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
、
お
越
し
の
際
は
マ
ス
ク
を
着
用

し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
に
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

国際交流啓発・男性いきいきセミナー
色鮮やかな卵を作ろう！探そう！

◆日時　３月12日（土）10：００～１２：００
◆場所　市役所会議室棟２階・第６会議室、今池親水公園
◆ 対象　市内在住小学生以下の子ども（２人まで）とその
保護者

◆定員　15組　＊申込多数の場合は抽選となります。
◆ 内容　イースターエッグ染色、イースターについてのミニ
講座、イースターエッグハント

◆講師　クレマン国際交流員
◆費用　無料　
◆ 持ち物　子ども１人当たりゆ
で卵３個、ハサミ、クレヨン、
タオル（汚れてもよいもの）

◆ 申込・問合先　２月27日（日）
までに、電子申請サービスe古都なら（QR
コード）で申込
　市役所市民協働課　☎44－３３１４

しずみょん
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香
芝
検
定
中
止
の
お
知
ら
せ

　
令
和
３
年
度
香
芝
検
定
は
、
感
染

症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
中
止
し
ま

す
の
で
、
ご
理
解
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

　
香
芝
検
定
問
題
集
入
門
編
は
市
民

協
働
課
（
市
役
所
１
階
）
、
市
民
図

書
館
な
ど
で
無
料
配
布
し
て
い
ま
す
。

▼
問
合
先
　
市
役
所
市
民
協
働
課

 

☎
44
―
３
３
１
４

香
芝
市
社
会
福
祉
大
会

▼
日
時
　
２
月
20
日
（
日
）
午
後
１

時
30
分
～
３
時
15
分
（
30
分
前
受
付

開
始
）

▼
場
所
　
ふ
た
か
み
文
化
セ
ン
タ
ー

１
階
・
市
民
ホ
ー
ル

▼
対
象
　
市
内
在
住
の
か
た

▼
定
員
　
先
着
１
５
０
名

▼
内
容
　
多
年
に
わ
た
り
社
会
福
祉

の
発
展
に
貢
献
さ
れ
た
か
た
へ
の
表

彰
及
び
講
演
会
を
行
い
ま
す
。

【
第
１
部
】
午
後
１
時
30
分
～

　
表
彰
式
・
大
会
宣
言

【
第
２
部
】
午
後
２
時
10
分
～

　
講
演
『
コ
ロ
ナ
時
代
の
フ
レ
イ
ル

　
予
防
に
つ
い
て
』

・
講
師
　
佐
伯
圭
吾
氏
（
奈
良
県
立

　
医
科
大
学
疫
学
・
予
防
医
学
講
座

　
教
授
）

＊
変
更
な
ど
の
際
は
香
芝
市
社
協
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
費
用
　
無
料

＊
申
込
は
不
要
で
す
。

▼
問
合
先
　
香
芝
市
社
会
福
祉
協
議

会
　
☎
76
―
７
１
０
７

第
13
回
　
ス
ロ
ー
ピ
ッ
チ

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会

▼
日
時
　
３
月
20
日
（
日
）
・
27
日

（
日
）

＊
予
備
日
　
４
月
３
日
（
日
）

＊
説
明
会
・
抽
選
会
を
３
月
５
日

（
土
）
午
後
７
時
30
分
か
ら
総
合
体

育
館
に
て
行
い
ま
す
。

▼
場
所
　
健
民
運
動
場
（
上
中
２
７ 

３
―
２
）

▼
対
象
　
代
表
者
（
15
歳
以
上
）
が

市
内
在
住
・
在
勤
の
チ
ー
ム
（
１
チ

ー
ム
10
名
以
上
（
監
督
含
む
）
）

▼
参
加
費
　
２
，
０
０
０
円
（
傷
害

保
険
料
含
む
）

＊
抽
選
会
の
場
で
徴
収
し
ま
す
。

＊
保
険
に
加
入
し
て
い
る
チ
ー
ム
は

参
加
費
５
０
０
円
の
み

＊
用
具
な
ど
は
各
チ
ー
ム
で
ご
用
意

く
だ
さ
い
。
ヘ
ル
メ
ッ
ト
・
バ
ッ
ト

が
無
い
場
合
は
貸
し
出
し
ま
す
。

▼
申
込
・
問
合
先
　
２
月
27
日（
日
）

ま
で
に
、
総
合
体
育
館
窓
口
で
所
定

の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、

申
込

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
協
会
事
務
局
（
担

当

：

池
原
）

☎
０
８
０
―
１
４
８
１
―
９
４
０
０

地域包括支援センターからのお知らせ
＊�相談窓口がわからない場合は、総合福祉センター介護福祉課�
（☎79－ 7521）までお問い合わせください。
＊�申込方法が電話受付の講座については、窓口・郵送での受付は行わ
ないほか、土・日・祝日の受付を行っていません。

＊�各教室は午前８時時点、午後の教室は正午時点で、香芝市に気象警
報が発令されている場合は開催を中止します。

＊感染症予防のため教室が中止になることがあります。
＊�ワクチン接種の有無に関わらず、各教室へは、自宅で必ず検温を行い、平熱
で体調不良がないことをご確認の上、マスクを着用してご参加ください。

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

▼
日
時
　
３
月
７
日
（
月
）
午
後
２
時

～
３
時
30
分
　

▼
場
所
　
市
役
所
２
階
・
大
会
議
室

▼
対
象
　
認
知
症
に
つ
い
て
学
び
た
い

か
た

▼
定
員
　
先
着
20
名
（
事
前
申
込
制
）

▼
内
容
　
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、

認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、
認

知
症
の
人
や
そ
の
家
族
を
温
か
い
目
で

見
守
る
応
援
者
の
こ
と
で
す
。
受
講
者

に
は
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
証
で
あ
る

「
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
」
を
配
付
し
ま
す
。

▼
担
当
　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
か
し
の
木

▼
費
用
　
無
料

▼
申
込
・
問
合
先
　
電
話
に
て
申
込

香
芝
市
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
79
―
０
８
０
２

わ
く
わ
く
楽ら

く
う
る

（
脳
の
若
返
り
教
室
）

▼
日
時
　
３
月
10
日
（
木
）
・
25
日

（
金
） 

午
後
1
時
30
分
～
2
時
30
分

▼
場
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー
３
階
・
会
議

室▼
対
象
　
市
内
在
住
65
歳
以
上
の
か
た

▼
定
員
　
各
回
先
着
15
名
（
事
前
申
込

制
・
１
人
1
回
限
り
）

▼
内
容
　
季
節
の
変
わ
り
目
に
負
け
な

い
身
体
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

▼
担
当
　
大
和
園
く
う
る

▼
費
用
　
無
料

▼
申
込
・
問
合
先
　
３
月
１
日
（
火
）

午
前
９
時
以
降
、
電
話
に
て
申
込

香
芝
市
西
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
71
―
３
２
０
１

「
い
き
い
き
百
歳
手
帳
」

を
配
布
し
ま
す

　
い
き
い
き
百
歳
手
帳
（
携
帯
用
介
護

予
防
手
帳
Ａ
５
判
）
は
、
人
生
１
０
０

年
時
代
と
言
わ
れ
て
い
る
今
、
介
護
を

必
要
と
せ
ず
い
き
い
き
と
、
楽
し
く
健

康
な
暮
ら
し
を
送
り
続
け
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
と
作
成
し
ま
し
た
。

　
高
齢
期
の
健
康
づ
く
り
と
介
護
予
防

に
つ
い
て
、
「
い
き
い
き
百
歳
体
操
」

な
ど
の
紹
介
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
掲
載

し
て
い
ま
す
。
無
料
で
送
付
し
ま
す
の

で
、
希
望
さ
れ
る
か
た
は
中
央
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

▼
申
込
・
問
合
先
　
は
が
き
に
住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
・
「
い
き
い
き
百
歳

手
帳
送
付
希
望
」
を
明
記
し
、
申
込

＊
窓
口
、
電
話
で
の
申
込
は
で
き
ま
せ

ん
。

香
芝
市
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

〒
６
３
９
―
０
２
５
１
　
逢
坂
１
―
３ 

７
４
―
1

☎
79
―
０
８
０
２

お
う
ち
で
で
き
る
健
康
づ
く
り

　
基
礎
疾
患
の
あ
る
か
た
や
高
齢
の
か

た
は
、
自
宅
で
過
ご
す
時
間
が
増
え
る

こ
と
で
「
生
活
不
活
発
（
動
か
な
い
こ

と
）
」
に
よ
る
健
康
へ
の
影
響
が
心
配

さ
れ
ま
す
の
で
、
次
の
こ
と
を
実
践
し

ま
し
ょ
う
。

○
ラ
ジ
オ
体
操
の
よ
う
な
自
宅
で
で
き

る
運
動
で
筋
力
を
維
持
し
ま
し
ょ
う
。

○
バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
食
事
を
し
て
栄
養

を
と
り
、
免
疫
力
を
維
持
し
ま
し
ょ
う
。

地域包括支援センター 問合先

香芝市中央地域包括支援センター 
（香芝北／香芝中学校区のかた）

☎７９－０８０２ 
＊ 在宅介護支援センターかしの木で
２４時間相談受付が可能 
（相談先：☎７９－６７００）

香芝市西地域包括支援センター 
（香芝西中学校区のかた）

☎７１ー３２０１ 
＊２４時間相談受付が可能

香芝市東地域包括支援センター 
（香芝東中学校区のかた）

☎７１－３１２０ 
＊２４時間相談受付が可能
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◆対象
　４０歳以上７４歳以下の香芝市国保の被保険者
　（令和４年３月末までに４０歳になるかたを含む）

◆受診方法
　�受診を希望する県内指定医療機関に、事前に
電話で予約してください。指定医療機関の情
報など、詳しくは市ホームページ（ＱＲコード）
にてご確認ください。

脳ドック検診を５，４００円で受診できます。
◆対象　次の１から３のすべてに該当するかた
　１　今年度の特定健診を受診済かつ７４歳以下
　２　香芝市国保の加入期間が１年以上(受診日現在)
　３　国民健康保険料を完納している
◆申請方法　
　�特定健診結果表の写し若しくは受診証明書、被保険者証
を添えて、国保医療課窓口で申請してください。

◆備考　　
　香芝旭ヶ丘病院・香芝生喜病院での受診となります。
　申請時に、受診希望日をお伺いします。
＊定員に達し次第、終了します。

◆費用　無料

◆ご注意ください　
　・�新型コロナウイルス感染症の影響や気象状況などに
より、中止となる場合があります。

　・�７５歳の誕生日以降、国保の特定健診は受診できま
せん。

　・�特定健診の受診には受診券が必要です。再発行を�
希望されるかたは、国保医療課までご連絡ください。

令和３年４月以降に特定健診の項目を含んだ人間ドックを
受診されたかたに、上限２０,０００円を助成します。

◆対象　次の１から３のすべてに該当するかた
　１　今年度の特定健診を未受診かつ７４歳以下
　２　香芝市国保の加入期間が１年以上（受診日現在）
　３　国民健康保険料を完納している
◆申請方法　
　�以下書類を添えて、国保医療課窓口で申請してください。�
①人間ドック受診費用の領収書　②被保険者証　③検査
結果の写し（窓口にて写しをいただきます）　④令和３年度
特定健康診査受診券　⑤振込先がわかるもの
＊定員に達し次第、終了します。

◆対象　後期高齢者医療制度の被保険者
◆費用　５００円　
◆受診方法　受診を希望する県内指定医療機関に、事前に電話で予約してください。
◆当日の持ち物　受診券・質問票・受診費用・後期高齢者医療被保険者証
◆注意事項　�・受診は期間中１回に限ります。�

・長期入院、施設入所されているかたは、受診できません。�
・新型コロナウイルス感染症の影響や気象状況などにより、中止となる場合があります。�
・受診券の再発行を希望されるかたは、国保医療課までご連絡ください。

＊詳しくは市ホームページ（ＱＲコード）にてご確認ください。

子
育
て
・
教
育

生
活
・
環
境

お
知
ら
せ

相
　
談

イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康

子
育
て
・
教
育

まもなく終了
国保の無料特定健康診査は２月２８日まで

◆申請・問合先　総合福祉センター国保医療課　　☎７９－７５２８

脳ドックの助成申請は２月２８日まで 人間ドックの助成申請は３月３１日まで

後期高齢者医療制度の健康診査は２月２８日まで

健診を
受けよう！！

申
請
が
必
要
で
す
！

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当

　
各
手
当
は
本
人
の
申
請
に
基
づ
き
、

審
査
を
経
て
支
給
し
ま
す
。
審
査
の

基
準
や
必
要
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は

児
童
福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

○
児
童
扶
養
手
当

【
支
給
対
象
】
父
母
の
離
婚
な
ど
に

よ
り
、
父
ま
た
は
母
と
生
計
を
共
に

し
て
い
な
い
18
歳
に
達
す
る
日
以
後

最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る

児
童
（
中
度
以
上
の
障
が
い
が
あ
る

場
合
は
20
歳
ま
で
）
を
養
育
し
て
い

る
か
た

【
手
当
額
（
月
額
）
】

児
童
１
人
の
場
合

１
０
，
１
８
０
～
４
３
，
１
６
０
円

＊
所
得
に
応
じ
て
決
定
し
ま
す
。

＊
養
育
す
る
児
童
が
２
人
以
上
の
場

合
は
加
算
が
つ
き
ま
す
。

○
特
別
児
童
扶
養
手
当

【
支
給
対
象
】
身
体
ま
た
は
精
神
に

中
程
度
以
上
の
障
が
い
が
あ
る
20
歳

未
満
の
児
童
を
、
家
庭
（
施
設
入
所

者
を
除
く
）
で
養
育
し
て
い
る
か
た

【
手
当
額
（
月
額
）
】

１
級

：

５
２
，
５
０
０
円
　

２
級

：

３
４
，
９
７
０
円

▼
申
請
・
問
合
先
　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
児
童
福
祉
課
　

☎
79
―
７
５
２
２
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路
に
流
出
す
る
原
因
と
な
り
ま
す
。

次
の
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
の
で
実
施
し
、
正
し
く
維
持
管
理

し
ま
し
ょ
う
。

【
届
出
】
浄
化
槽
の
設
置
・
廃
止
届

な
ど
各
種
届
出
の
義
務
が
あ
り
ま
す
。

〇
届
出
先
　
奈
良
県
景
観
・
環
境
総

合
セ
ン
タ
ー
　

☎
０
７
４
４
―
47
―
３
７
９
０

【
清
掃
】
年
に
１
回
（
全
ば
っ
気
方

式
の
浄
化
槽
は
お
お
む
ね
６
か
月
に

１
回
）
清
掃
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

＊
全
ば
っ
気
方
式
の
浄
化
槽
は
古
い

規
格
の
浄
化
槽
で
、
浄
化
能
力
が
低

く
汚
泥
の
溜
ま
り
が
早
い
た
め
、
法

令
等
に
よ
り
６
か
月
に
１
回
清
掃
す

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
保
守
点
検
】
県
知
事
の
許
可
を
受

け
た
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
に
依
頼

し
、
年
に
数
回
（
浄
化
槽
の
種
類
に

よ
り
回
数
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
）

点
検
し
て
く
だ
さ
い
。

【
法
定
検
査
】
県
知
事
指
定
の
検
査

機
関
に
検
査
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
７
条
検
査

：

浄
化
槽
の
使
用
開

始
後
、
３
か
月
を
経
過
し
た
日
か
ら

５
か
月
の
間
に
実
施
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
る
検
査

〇
11
条
検
査

：

年
１
回
実
施
す
る

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
検
査

▼
問
合
先
（
保
守
点
検
・
法
定
検
査

業
者
に
つ
い
て
）
一
般
社
団
法
人

奈
良
県
環
境
保
全
協
会
　
☎
22
―

５
１
６
１
、
（
そ
の
他
）
市
役
所
市

民
衛
生
課
　 

☎
44
―
３
３
０
６

お
う
ち
の
こ
う
え
ん
行
事

ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ

▼
日
時
　
３
月
18
日
（
金
）
午
前
10

時
～
11
時
（
10
分
前
受
付
開
始
）

▼
場
所
　
市
役
所
２
階
・
和
室

▼
対
象
　
市
内
在
住
の
２
～
６
か
月

く
ら
い
ま
で
の
乳
児
と
そ
の
保
護
者

▼
定
員
　
６
組

＊
参
加
は
原
則
１
組
１
回
、
申
込
多

数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

▼
内
容
　
赤
ち
ゃ
ん
の
体
を
優
し
く

な
で
る
よ
う
に
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
し
て
、

赤
ち
ゃ
ん
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
楽
し
む
「
ふ
れ
あ
い
」
で
す
。 

▼
申
込
・
問
合
先
　
２
月
18
日（
金
）

～
３
月
４
日（
金
）ま
で
の
間
に
、
電

子
申
請
サ
ー
ビ
ス
ｅ
古
都
な
ら

(h
ttp

s://s-k
a
n
ta

n
.co

m
/k

a
sh

ib
a
-

n
a
ra

-u
/)

で
必
要
事
項
を
入
力
し
、

申
込

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
児
童
福
祉
課
　

☎
79
―
７
５
２
２

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

浄
化
槽
の
維
持
管
理

　
浄
化
槽
は
水
洗
ト
イ
レ
の
汚
水
や

台
所
、
風
呂
な
ど
か
ら
の
排
水
を
微

生
物
の
働
き
に
よ
り
き
れ
い
に
し
ま

す
。
浄
化
槽
に
故
障
や
不
備
が
あ
る

と
浄
化
機
能
が
衰
え
、
悪
臭
が
発
生

し
た
り
、
汚
水
汚
泥
が
そ
の
ま
ま
水

◆何をしたらいいの？例えばこのような工夫ができます！

◆廃食用油の回収にご協力ください
１．回収方法
　油の入っていたボトルやペットボトルなど、ふたがきっちりと
しまる容器に入れ、回収場所に設置されている回収ボックス
に容器ごと入れてください。

＊注意事項
・油は軽くこす程度でかまいません。
・ガラスびんは破損の恐れがあるため使用しないでください。
・消費期限切れの食用油も持ち込み可能です。
・�未使用で開封していない食用油については、移し変えたり
せずそのままお持ちください。
・家庭で使用した油が対象（事業系廃食油は対象外）です。
・資源ごみステーションには出さないでください。

２．回収できる油とできない油
〇回収できる油
　菜種油、大豆油、コーン油、ごま油、ひまわり油、
　紅花油（サフラワー油）、オリーブ油などの植物油
〇回収できない油
　豚油（ラード）、牛脂（ヘット）、魚油、パーム油、
　ヤシ油、鉱物油（エンジンオイルなど）

３．回収場所

　雨量が少なくて水質の悪化する２月は、大和川の「水質改善強化月間」です。大和川の汚れの原因の約７割が家庭か
ら出る「生活排水」です。汚れた生活排水を減らし、水質改善の取組にご協力ください。

【そのほかの家庭でできる取組】
・�煮物の汁は新聞紙などに染み込ませてゴミとして捨
てましょう。
・�石けんやシャンプー、洗剤類は使いすぎないように
しましょう。
・�浄化槽を設置されているかたは定期的に点検や清掃
をしましょう。
・廃食用油を分別し、回収ボックスに捨てましょう。

２月は「水質改善強化月間」 ◆問合先　市役所市民衛生課　☎ 44―３３０６

場所 曜日 時間
市役所 全日 ２４時間
総合福祉センター 月～金 ８：３０～１７：１５
収集センター（五ヶ所５０７） 月～金 ９：００～１６：００
総合体育館 第１木曜以外 ９：００～２２：００
旭ヶ丘ストックヤード
(旭ケ丘３ー１－１) 月～金 ９：００～１１：００

＊施設休館日を除く

第４９０号日月年令和４ ２ ７
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令和３年度　市職員採用試験のお知らせ

区分 募集人員�
（程度） 受験資格 試験方法

新規卒業者 保育士・
幼稚園教諭

１１人

平成７年４月２日以降に生まれた人で、保育士資格及び幼稚園
教諭免許の両方を有する人、または令和４年３月までに取得見
込みの人

テストセンター
個人面接
実技試験

職務経験者 保育士・
幼稚園教諭

昭和４１年４月２日から昭和５７年４月１日までに生ま
れ、保育士資格及び幼稚園教諭免許の両方を有する人で、
令和４年３月末時点において、保育士または幼稚園教諭と
しての職務経験年数が合計で３年以上ある人

テストセンター
個人面接

保育士・幼稚園教諭�
（三年任期付職員） 若干名 保育士資格または幼稚園教諭免許を有する人、または、令和４

年３月までに取得見込みの人 個人面接

保育士・幼稚園教諭
（育児休業代替任期付職員） 若干名

保育士資格または幼稚園教諭免許を有する人、または、令和４
年３月までに取得見込みの人（年齢制限なし）
＊�職員の育児休業取得に併せて採用するため、育児休業の取得
状況により、登録されていても採用されない場合があります。

個人面接

＊給与・勤務条件などの詳細については、市ホームページよりご確認ください。

◆申　込　２月１６日（水）までに電子申請サービスe古都なら（ＱＲコード）より申込

◆試験日　○テストセンター：２月２０日（日）まで　　○面接・実技：２月２３日（水・祝）

◆問合先　香芝市職員任用試験委員会（市役所人事課内）　☎４４－３３２４

e古都なら 市ホームページ

第４９０号日月年令和４ ２ ７
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粗大・燃えないごみの出し方について

不法投棄、ダメ。ゼッタイ。

◆問合先　収集センター　☎７７ー４１８９

◆問合先　市役所市民衛生課　☎４４ー３３０６

　粗大・燃えないごみの収集をご希望のかたは、電話リクエスト受付センター（☎７７－１１９９）へお電話ください。品目に
よっては、切断や解体などの前処理が必要となる場合があります（美濃園への自己搬入時も同様に、前処理が必要です）。
＊リクエスト収集・自己搬入の概要については、ごみカレンダー７ページに記載しています。ごみカレンダーは市民衛生課（市
役所１階）窓口及び総合福祉センターに配置するとともに、市ホームページにも掲載していますので、ご参照ください。

　不法投棄を行った者は、５年以下の懲役もしくは１，０００万円以下の罰金、またはこれを併科
され（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２５条第１項第１４号）、法人に対しては３億円以下の
罰金が科されます（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第３２条第１項第１号）。本市では不法投棄の多い場所に監視カメラを
設置しており、行為を発見し次第、警察へ通報します。　
　また、私有地へ不法投棄された廃棄物については、行為者を特定できない場合、処分は土地所有者の責任に帰すため（廃
棄物の処理及び清掃に関する法律第５条第１項）、市による回収・処分は行いません。

【前処理が必要となる品目の例】
1ｍ四方以下に切ってひもで縛ってください。市民衛生課窓口にてカーペット切断用のはさみを貸し
出しています（期間は２週間、在庫に限りあり、先着順・予約不可）。通常のカーペットは同様の処

理を行い、可燃ごみの日に出してください。

電気カーペット

刃を布や新聞紙などでしっかりと覆い、袋に入
れ、その上から「刃物あり」と明記してください。刃物（包丁・はさみ・かみそり等）

布、綿、木材などはすべて取り除き、金属部分のみの状態にしてください。燃える素材がついている
と収集できません。取り除いた部分は可燃ごみとして扱ってください。スプリングマットレス

必ず１ｍ以下の長さに切断し、ひもで縛ってください。市民衛生課窓口にてのこぎりを貸し出して
います（期間は２週間、在庫に限りあり、先着順・予約不可）。物干し竿・植木の支柱

家庭用組み立て式のものに
限ります。解体が必要です。物置

ルールとマナーを
守って、もっときれい
なまちにしましょう！



＊
後
期
高
齢
者
医
療
の
令
和
３
年
11 

・
12
月
診
療
分
の
医
療
費
通
知
は
、

確
定
申
告
時
期
に
届
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、
保
険
適
用
外
の
医
療
費
も
記
載

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
領
収
書
に
基
づ

き
、
別
途
「
医
療
費
控
除
の
明
細

書
」
を
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
お
知
ら
せ
や
通
知
に
記
載
さ
れ
て

い
る
「
支
払
っ
た
医
療
費
の
額
」
と

実
際
に
負
担
し
た
額
が
異
な
る
場
合

な
ど
、
医
療
費
控
除
の
申
告
に
関
す

る
こ
と
は
葛
城
税
務
署
（
☎
22
―

２
７
２
１
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

○
再
発
行
に
つ
い
て

【
香
芝
市
国
民
健
康
保
険
】

　
保
険
証
及
び
本
人
確
認
書
類
（
免

許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な

ど
）
を
ご
持
参
の
上
、
国
保
医
療
課

に
て
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送

対
応
可
）
。
詳
し
く
は
、
電
話
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
後
期
高
齢
者
医
療
】

　
国
保
医
療
課
ま
で
電
話
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
（
発
行
ま
で
に
１

週
間
程
度
か
か
り
ま
す
）
。

▼
問
合
先

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
国
保
医
療
課
　

☎
79
―
７
５
２
８

縦
覧
し
ま
す
～
大
和
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業

計
画
変
更
案
～

　
次
の
と
お
り
変
更
案
を
縦
覧
し
ま

す
。
ご
意
見
の
あ
る
か
た
は
期
間
内

に
意
見
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
期
間
　
２
月
８
日
（
火
）
～
22
日

（
火
）
ま
で
　
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分
（
土
・
日
・
祝
日
除

く
）

▼
場
所
　
上
下
水
道
部
下
水
道
課

▼
意
見
書
　
意
見
の
要
旨
及
び
そ
の

理
由
を
具
体
的
に
記
載
し
た
香
芝
市

長
宛
の
書
面
を
作
成
の
上
、
住
所
・

氏
名
・
連
絡
先
を
明
記
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
提
出
・
問
合
先
　
２
月
22
日（
火
）

ま
で
に
提
出
（
持
参
ま
た
は
郵
送

（
必
着
）
）
し
て
く
だ
さ
い
。

上
下
水
道
部
下
水
道
課
　
〒
６
３
９

―
０
２
６
４
　
今
泉
１
２
０
０
―
３

☎
71
―
６
１
０
１

＊
訂
正
＊

　
広
報
か
し
ば
１
月
号
Ｎ
ｏ
．
６
５ 

５
（
令
和
４
年
１
月
21
日
発
行
）
に

誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
お
詫

び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

○
６
ペ
ー
ジ
　

　
６
．
藤
ノ
木
公
園

（
誤
）
所
　
下
田
東
３
丁
目

（
正
）
所
　
す
み
れ
野
２
丁
目

○
７
ペ
ー
ジ

　
12
．
ど
ん
づ
る
峯
　
１
行
目

（
誤
）
千
数
百
年
前

（
正
）
千
数
百
万
年
前

▼
問
合
先
　
市
役
所
秘
書
広
報
課

☎
44
―
３
３
２
３

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

「
医
療
費
通
知
」は
確
定

申
告
に
利
用
で
き
ま
す

　
香
芝
市
国
民
健
康
保
険
発
行
の

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
や
奈
良
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
発
行
の

「
医
療
費
通
知
」
は
、
医
療
費
控
除

の
申
告
の
際
に
「
医
療
費
控
除
の
明

細
書
」
と
し
て
利
用
で
き
ま
す
（
発

送
時
期
は
左
表
の
と
お
り
）
。

◆申告書作成会場
　�葛城税務署の申告書作成会場は、３月１５日（火）まで開設しています（土・日・祝日除く）。
　�相談受付は１６：００までですが、会場の混雑状況により早めに受付を終了する場合がありますのでご了承ください。
　＊閉庁日の相談などは、以下の通り実施します。

【申告書作成会場へお越しになる際のお願い】
・�会場内の混雑緩和のため、申告書作成会場への入場には、「入場整理券」が必要です。会場で当日配付しますが、�
ＬＩＮＥを使ったオンライン事前発行（以下①～④参照）も可能です。入場時に申込完了画面を提示してください。
　�【発行手順】①ＬＩＮＥアプリから国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントを友だち追加　→　②「トーク」画面から「相談を
申し込む」を選択　→　③税務署や来場希望日時を選択　→　④内容を確認して「申込」をタップすれば完了

・入場整理券の配付状況に応じて、後日の来場をお願いする場合があります。
・�入場時に検温を実施し、３７.５度以上の発熱がある場合、咳などの風邪の症状がある場合、検温にご協力いただけ
ない場合など感染防止の観点から適切でないと判断したときには、入場をお断りさせていただきます。
・会場ではマスクを常時着用いただき、会場入口等では手指消毒をお願いします。
・駐車場は台数に限りがあり、混雑しますので、お車での来署はご遠慮ください。
＊詳しくは、国税庁ホームページ（ＱＲコード）にてご確認ください。

葛城税務署からのお知らせ葛城税務署からのお知らせ
◆問合先　葛城税務署　☎２２－２７２１

感染症拡大防止の観点から、ｅ－Ｔａｘを利用したご自宅
などでの申告をお願いします。

会場 開設期間

奈良税務署（奈良市登大路町８１　奈良合同庁舎） ２月20日(日)・２７日(日)　
９：００～１７：００（相談受付締切時間は１６：００）

通知発送時期 対象診療年月

香芝市
国民健康保険

「医療費のお知らせ」

令和３年６月２９日 令和３年１月～３月

令和３年８月３０日 令和３年４月～６月

令和３年１２月２７日 令和３年７月～１０月

令和４年２月末予定 令和３年１１月～１２月

奈良県
後期高齢者医療
「医療費通知」

令和３年９月３０日 令和３年１月～５月

令和４年２月中旬予定 令和３年６月～１０月

第４９０号日月年令和４ ２ ７
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相
　
談

～
25
日（
金
）午
後
５
時
ま
で
の
間
に

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
明
記
の
上
、

管
財
課
（
市
役
所
４
階
）
へ
持
参

＊
入
居
申
込
案
内
及
び
申
込
用
紙
は
、

管
財
課
で
配
布
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可

市
役
所
管
財
課
　
☎
44
―
３
３
３
８

三
井
住
友
銀
行
窓
口
で
の
収

納
取
扱
業
務
が
終
了
し
ま
す

　
令
和
４
年
３
月
末
を
も
っ
て
、
三

井
住
友
銀
行
窓
口
で
の
本
市
の
各
種

税
金
、
保
険
料
及
び
そ
の
他
公
金
の

収
納
取
扱
業
務
が
終
了
し
ま
す
。
納

付
に
は
別
途
手
数
料
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

＊
口
座
振
替
に
つ
い
て
は
、
引
き
続

き
利
用
で
き
ま
す
。

▼
問
合
先
　
市
役
所
会
計
課

☎
44
―
３
３
０
０

宝くじ助成金宝くじ助成金

（
火
）
午
後
５
時
ま
で
（
必
着
）
に

資
格
免
許
証
の
写
し
を
添
え
て
児
童

福
祉
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送

〒
６
３
９
―
０
２
５
１
　
逢
坂
１
―

３
７
４
―
１
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

児
童
福
祉
課
　
☎
79
―
７
５
２
２

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど

を
お
持
ち
の
か
た
へ

　
65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
、
次
の
障

が
い
が
あ
る
か
た
は
、
申
請
に
よ
り

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
国
保

医
療
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

○
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
を
お

持
ち
の
か
た
　

○
身
体
障
害
者
手
帳
４
級
を
お
持
ち

の
か
た
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

さ
れ
る
か
た
　
　
　

・
両
下
肢
の
す
べ
て
の
指
を
欠
く
も

　
の

・
１
下
肢
を
下
腿
の
２
分
の
１
以
上

　
で
欠
く
も
の

・
１
下
肢
の
機
能
の
著
し
い
障
が
い

・
音
声
、
言
語
機
能
障
が
い
　

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
・

２
級
を
お
持
ち
の
か
た
　

○
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の
か
た
　

○
国
民
年
金
法
等
に
よ
る
障
害
基
礎

年
金
１
・
２
級
を
受
け
て
い
る
か
た 

▼
問
合
先
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
国

保
医
療
課
　
☎
79
―
７
５
２
８

出
産
育
児
一
時
金
支
給
額

の
一
部
変
更
の
お
知
ら
せ

　
制
度
改
正
に
伴
い
、
令
和
４
年
１

月
１
日
以
降
に
次
の
条
件
で
出
産
さ

れ
た
か
た
の
出
産
育
児
一
時
金
支
給

額
が
、
40
万
８
千
円
（
現
行
40
万
４ 

千
円
）
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

○
産
科
医
療
補
償
制
度
未
加
入
の
医

療
機
関
等
で
出
産
し
た
場
合

○
産
科
医
療
補
償
制
度
加
入
の
医
療

機
関
等
で
、
妊
娠
週
数
12
週
以
上
22

週
未
満
で
出
産
し
た
場
合
（
死
産
・

流
産
含
む
）

＊
産
科
医
療
補
償
制
度
加
入
の
医
療

機
関
等
で
妊
娠
週
数
22
週
以
降
に
出

産
し
た
場
合
の
支
給
額
は
こ
れ
ま
で

ど
お
り
42
万
円
で
す
。

＊
産
科
医
療
補
償
制
度
の
詳
細
は
、

公
益
財
団
法
人
日
本
医
療
機
能
評
価

機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

▼
問
合
先
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
国

保
医
療
課
　
☎
79
―
７
５
２
８

入
居
者
募
集

市
営
住
宅
真
美
ヶ
丘
団
地

▼
入
居
建
物
　
市
営
住
宅
真
美
ヶ
丘

団
地
（
真
美
ヶ
丘
３
―
２
―
43
）

▼
募
集
戸
数
　
１
戸
（
２
Ｄ
Ｋ
）

▼
入
居
資
格
　
諸
条
件
あ
り
。
詳
し

く
は
入
居
申
込
案
内
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

▼
申
込
・
問
合
先
　
２
月
７
日（
月
）

令
和
４
年
度
会
計
年
度
任
用

職
員

育
児
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

を
募
集

▼
募
集
人
数
　
１
名

▼
業
務
内
容
　
令
和
４
年
度
「
子
育

て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
」

に
従
事
。
育
児
や
発
達
、
発
育
な
ど

に
関
す
る
相
談
・
育
児
情
報
の
案
内

及
び
子
育
て
支
援
事
業
を
行
い
ま
す
。

▼
勤
務
日
　
週
１
日
程
度
　
午
前
９

時
～
午
後
３
時
予
定
（
１
時
間
の
休

憩
を
含
む
）
　

▼
時
間
給
　
１
，
１
２
０
円

▼
試
験
日
　
２
月
28
日
（
月
）
午
後

２
時
（
詳
細
は
連
絡
し
ま
す
）
　

▼
申
込
・
問
合
先
　
履
歴
書
に
必
要 

事
項
を
記
入
の
上
、
２
月
22
日

市
税

・
固
定
資
産
税
〔
４
期
〕

各
保
険
料
【
普
通
徴
収
８
期
】

・
国
民
健
康
保
険
料

・
介
護
保
険
料

・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

☆�

納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

☆�

納
付
は
便
利
で
確
実
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

☆�

納
付
書
に
て
市
の
窓
口
や
金

融
機
関
に
加
え
、
全
国
の

コ
ン
ビ
ニ
で
も
納
付
で
き
ま

す
。
ス
マ
ホ
決
済
も
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

２
月
が
納
期
月
の
市
税
・
保
険
料

コミュニティ活動に必要な
備品を整備
されました。

防災倉庫などを整備されました。

☆�宝くじは、社会貢献広報事業のひとつとして、地域のコミュニティ活動の促進につながる設備などへの助成を行い、
地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するための事業を行っています。

平野自治会 真美ヶ丘自主防災委員会

◆問合先　市役所市民協働課　☎４４－３３１４ ◆問合先　市役所危機管理課　☎４４－３３０５

第４９０号日月年令和４ ２ ７
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国
民
年
金
保
険
料
、「
口
座

振
替
」が
便
利
で
お
得
！

　
口
座
振
替
の｢

前
納｣

や｢

早
割

（
当
月
末
振
替
）｣

を
利
用
す
る
と
、

国
民
年
金
保
険
料
が
割
引
さ
れ
ま
す
。

前
納
に
は
「
６
か
月
前
納
」
と
「
１

年
前
納
」
、
「
２
年
前
納
」
が
あ
り
、

納
付
書
で
納
付
す
る
よ
り
割
引
額
が

大
き
く
な
り
ま
す
。

　
所
定
の
申
出
書
に
必
要
書
類
を
添

え
て
、
大
和
高
田
年
金
事
務
所
ま
た

は
市
民
課
（
市
役
所
１
階
）
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
出
書
の
提
出
期

限
は
左
表
の
と
お
り
で
す
。

　
制
度
の
詳
細
、
申
出
書
の
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
は
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
に
て
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
・
問
合
先

・
大
和
高
田
年
金
事
務
所
　

　
☎
22
―
３
５
３
１

・
市
役
所
市
民
課
　

　
☎
44
―
３
３
０
２

不
動
産
無
料
相
談
会

▼
日
時
　
２
月
19
日
（
土
）
午
前
10

時
～
午
後
４
時

▼
場
所
　
ふ
た
か
み
文
化
セ
ン
タ
ー

▼
内
容
　
贈
与
と
相
続
、
空
家
、
税

務
、
借
地
借
家
、
売
買
・
賃
貸
、
土

地
有
効
活
用
な
ど

▼
相
談
員
　
不
動
産
関
連
の
専
門
家

▼
申
込
・
問
合
先
　
電
話
に
て
申
込

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
奈
良
県
不
動
産
コ
ン
サ

ル
テ
ィ
ン
グ
協
会
　
☎
０
７
４
３
―

86
―
４
２
８
５

人権４コマまんが

相談コーナー相談コーナー
相談名 相談内容 開催日 ・時間 場　所 担当 ・問合先など

法律相談
（自治体内弁護士）

生活全般に関すること
（�相談内容が利益相反
となる場合を除く）

毎月第２・４水曜日
１３：３０～１７：００�
(１人につき２５分）

市役所会議室棟
予約制（相談日当日８：３０より電話受付）・先
着８名
◆総務課　☎４４―３３３３

法律相談�
(�中南和法律相談
センター)

生活全般に関すること
毎月第１・３金曜日�
１３：００～１６：００�
（１人につき３０分）

市役所会議室棟
予約制（２週間前より電話受付）・定員６名�
◆奈良弁護士会　☎０７４２―２２―２０３５

女性法律相談
女性特有の生活全般に
関すること

毎月第４木曜日
１３：30～１６：３０�
（１人につき３０分）

市役所会議室棟
予約制(１か月前より電話・窓口で受付)・先着
６名(女性限定)・女性弁護士による相談
◆市民協働課　☎４４―３３１４

行政相談 行政に関すること
毎月第１水曜日
９：００～１５：００

市役所会議室棟 ◆総務課　☎４４―３３３３

税相談 税全般に関すること
毎月第３木曜日（２～３月除
く）１３：００～１６：００

市役所会議室棟
先着６名（当日正午より会議室棟にて受付）
◆近畿税理士会葛城支部　☎２２－５２８８

市税夜間納付相談
市税の納付全般に関す
ること

月の最終平日
１７：１５～１９：３０

市役所納税促進課 ◆納税促進課　☎４４―３３１０

保険料夜間納付�
相談

国保・介護・後期保険料
の納付相談に関すること

月の最終平日
１７：１５～１９：３０

総合福祉センター ◆保険料収納課　☎４３―７１０９

開催日が祝・休日・年末年始 （１２月２９日～１月３日） の
場合は休みとなります。 詳しくは、 事前に電話で確認して
ください。 感染症の状況により、中止となる場合があります。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド 

受
取
臨
時
窓
口
の
開
設
日

＊
必
ず
ご
本
人
が
お
越
し
く
だ

さ
い
（
代
理
人
に
よ
る
受
取
不

可
）。

〇
日
時
　
２
月
27
日
（
日
）

午
前
９
時
～
正
午

〇
場
所
　
市
民
課
（
市
役
所
１

階
）

＊
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

〇
問
合
先
　
市
役
所
市
民
課
　

☎
44
―
３
３
０
２

前納の種類 口座振替日 提出期限

６か月前納
４月末 ２月末

１０月末 ８月末

１年前納 ４月末 ２月末

２年前納 ４月末 ２月末

第４９０号日月年令和４ ２ ７
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イ
ベ
ン
ト
・
講
座

ス
ポ
ー
ツ
・
健
康

子
育
て
・
教
育

生
活
・
環
境

お
知
ら
せ

相
　
談

たばこは市内で買いましょう

相談名 相談内容 開催日・時間 場　所 担当・問合先など

人権相談 人権全般に関すること
毎月第１水曜日
９：００～１５：００

市役所会議室棟
当日直接会場で受付（電話予約不可）�
◆市民協働課　☎４４―３３１４

女性の再就職準備
相談窓口

再就職を目指す女性の
ための就職相談

毎月第２火曜日�
９：３０～１２：３０

市役所会議室棟
予約制（１か月前より電話受付）・先着３名
◆奈良県女性の再就職準備相談窓口�
☎０７４２―２４―１１５０

�身体障がい者�
相談

身体障がい者の日常に
おけるさまざまな相談

毎月第２水曜日�
１３：３０～１５：３０

尼寺廃寺学習館 ◆社会福祉協議会　☎７６―７１０７

精神保健福祉相談
精神保健福祉に関する
こと

毎月第２・４火曜日�
１３：００～１６：００

総合福祉センター
予約制�
（平日９：００～１７：００までに電話受付）�
◆生活支援センターなっつ　☎２３―７２１４

障がい児相談支援
障がい児通所支援に関
する相談

月～土曜日�
１０：００～１６：３０

総合福祉センター
予約制（前日までに電話受付）�
◆社会福祉協議会　☎７９―７５２９

�すこやか�
育児相談

育児相談
（�まずは電話でご相談く
ださい）

第１～４月曜日�
１０：００～１１：３０

みつわ保育所 ◆みつわ保育所　☎７７―２１８４

第１～４火曜日�
１０：００～１１：３０

若葉保育所 ◆若葉保育所　☎７７―２７５８

第１～４金曜日�
１０：００～１１：３０

五位堂保育所 ◆五位堂保育所　☎７７―２０２３

第１～４土曜日�
１０：００～１１：３０

二上・�
真美ヶ丘保育所

◆二上保育所　☎７７―２９４４�
◆真美ヶ丘保育所　☎７６―４７７７

家庭児童相談
児童全般の相談に関す
ること

月～金曜日�
９：００～１７：００

総合福祉センター ◆児童福祉課　☎７９―７５２２

ひとり親相談
ひとり親家庭の相談に
関すること

月～金曜日�
９：００～１７：００

総合福祉センター ◆児童福祉課　☎７９―７５２２

子育て・虐待悩み
の相談

子育てや虐待の相談に
関すること

月～金曜日�
９：００～１７：００

総合福祉センター ◆児童福祉課　☎７９―７５２２

不登校電話相談
児童・生徒の不登校に
関すること

毎月第１・３水曜日�
９：００～１２：００

（電話のみ） ◆学校支援室　☎４４―３３３４

教育相談
園児・児童・生徒の園・
学校生活に関すること

月～金曜日�
８：３０～１７：１５

市役所学校支援室
（学校のこと）◆学校支援室　�
☎４４―３３３４

市役所こども課
（園のこと）◆こども課　☎４４―３３３６
＊事前にご連絡ください

子ども・若者（ニー
ト・ひきこもり）支援
相談

生きづらさを感じている
ひきこもりやニートなど
の子ども・若者の相談
ができる窓口

月～金曜日�
９：００～１７：００

総合福祉センター ◆社会福祉協議会　☎７６―７１０７

消費生活相談 消費生活に関すること

毎週月～水・金曜日�
１０：００～１２：００�
１３：００～１５：００

市役所　
消費生活センター

◆相談窓口　☎４４―３３１３�
◆問合先　商工振興課　☎４４―３３１２

毎週木曜日�
１０：００～１２：００�
１３：００～１５：００

広陵町役場１階
地域振興課内

◆広陵町地域振興課　☎５５―１００１

�心配ごと相談
日常生活においての相
談ごと

毎月第１水曜日�
９：００～１５：００

市役所会議室棟 ◆社会福祉協議会　☎７９―５８５８
毎月第３水曜日�
９：００～１２：００

ボランティア活動
相談

ボランティアに関する相
談・紹介・登録

月～金曜日�
９：００～１６：００

総合福祉センター ◆ボランティアセンター　☎７６―７１７９

くらし・しごと�
相談

生活・仕事・ひきこもり
などに関する困りごと

月～金曜日�
８：３０～１７：１５

総合福祉センター ◆社会福祉協議会　☎７６―７１０７

空き家相談 空き家に関する相談
月～土曜日�
９：００～１７：００

（電話のみ）
◆ＮＰＯ法人空き家コンシェルジュ�
☎０７４４―３５―６２１１

若者自立相談

仕事に就くのが不安・
自立のためのサポート
が必要な若者への就労
支援

毎月第２・４木曜日�
９：００～１２：００

総合福祉センター

事前予約優先（平日・土曜９：００～１８：００ま
でに電話受付）�
◆若者サポートステーションやまと�
☎０７４４―４４―２０５５

第４９０号日月年令和４ ２ ７

11



https://www.lics-saas.nexs-service.jp/kashiba-city/

★市民図書館情報★
ブックポストには、 返却する本だけを入れてください。

スマートフォン用
かしば電子
図書館 ☎７７－１６００（ふたかみ文化センター３階）

〒６３９－０２４３　藤山 1 －１７－１７

★都合により内容が一部変更になる場合がありますのでご了承ください。

ふたかみ文化センターからのお知らせ

◆申込・問合先　�ふたかみ文化センター�・�二上山博物館�
〒６３９－０２４３　藤山１－１７－１７　☎７７－１０００（ふたかみ文化センター）、☎７７－１７００（二上山博物館）�
�info@kashiba-mirai.com　＊申込受付は、９：００～２０：００（毎月第１月曜日の休館日と臨時休館日を除く）

HP
★LINE公式アカウント★
QRコードを読み取り
【友だち追加】＠987aygpi

書道及び油絵教室の1年間の成果をご鑑賞ください。
◆日時　�書道：３月１２日（土）・１３日（日）　９：００～１７：００�

油絵：�３月２５日（金）～２７日（日）　９：００～１７：００�
＊３月２５日は１３：００～１７:００

◆場所　ふたかみ文化センター1階・市民ギャラリー

３月中旬以降に、４月に開始する各教室の体験会を行います。
・文化系：英会話、中国語、ウクレレ、親子教室
・運動系：太極拳、ストレッチ、ヨガ、フラダンス
＊日時、服装、準備物はふたかみ文化センターまでお問い合わせください。
＊詳しくは３月７日発行の広報かしばお知らせ版3月号に掲載します。

　本市の歴史や文化に触れ、楽しみながら
学んでいただく“博物館友の会”です。『日
本書紀』を読む会や古代史講座、古文書
講座、現地学習会の「歴史散歩」など、さ
まざまな行事を開催します。

◆年会費　２，０００円（４月～３月分）
◆ 入会特典　二上山博物館入館料と主催イ
ベントの参加費が無料など

◆ 申込　二上山博物館窓口にてお申し込み
ください。

カルチャー教室の作品展を開催します 香芝市二上山博物館友の会
「ふたかみ倶楽部」入会のご案内

お願い
ワクチン接種の有無にかかわらず、事前の検温や体調確認、館内でのマスク着用や控え目な会話、
利用前後の手洗い・手指消毒などをお願いします。

＊場所は、図書館視聴覚室です。
＊各行事１５分前から受付します。開始10分後に参加者がいない場合は、中止となる場合があります。
＊受付時点で定員に達していた場合、その回には参加できません。

返却期限をお守りください・・返却期限を過ぎてもなお一定期間、図書などを返却されない場合、新たな貸出・予約受
付などを停止しますので、ご注意ください。

今月の特集展示

「国際交流啓発パネル展」関連図書展示
（２月２０日まで）

開館カレンダー

＊今月のピックアップ＊

◆下記の２テーマで「ライブラリーゼミ」を開講します。詳しくは、ＱＲコードにてご確認ください。

◆貸出期間が変わります（電子図書館を除く）
　２月21日から3月４日までの特別整理休館に伴い、２月８日から20日まで貸出期間を４週間に変更します。
　＊休館中は、電話による延長やリクエスト、予約の受付はできませんので、ご了承ください。

①布の絵本制作体験講座（全２回）
　日時：�３月１６日（水）・２９日（火）�

１３：３０～１５：３０

②くらしの金融講座「ここが知りたい！消費者トラブル」
　日時：�３月１９日（土）�

１４：００～１５：３０

イベント

イベント 日程 時間 対象 定員（先着）

えほんたいむ 3/11（金）
１回目：１０：３０～１０：５０
２回目：１１：１５～１１：３５

０～２歳児の親子 各回5組

おはなし会
2月は、特別整理休館のため、休止

大人のためのちいさな朗読会

＊�このほかにも、さまざまなテーマで本の
展示を行っています。

第４９０号日月年令和４ ２ ７
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保健センターからのお知らせ
●申込・問合先　保健センター
　〒６３９－０２５１　逢坂１－５０６－１
　☎７７－３９６５

◆保健センターへお車でお越しの際は、駐車台数に限りがありますので、ご注意ください。
◆�感染症予防や気象警報など状況によっては行事を中止、変更、延期することがありますので、市ホームページでご確認いた
だくか、保健センターまでお問い合わせください。
◆�ワクチン接種の有無に関わらず、教室など参加時はマスクの着用など、感染症対策にご協力をお願いします。

行事／対象・定員 実施日時・場所 申込方法 注意事項など

歯ぴか教室
２歳～３歳６か月児と
その保護者のかた
各時間帯６組

３／１６（水）
①９：１５～�②１０：００～
③１０：４５～
保健センター

随時電話受付中

・�内容：歯科衛生士によるブラッシング指導、
フッ素塗布体験（フッ素塗布が初めてで、�
歯科治療中ではないかたが対象です）
・持ち物：母子健康手帳、バスタオル

妊婦歯科健診
妊娠５か月以降の
かた

３／２３（水）
１３：００～１５：３０
［時間予約制］
保健センター

・内容：歯科健診、歯科相談、歯磨き指導
・�持ち物：母子健康手帳、バスタオル、妊婦�
歯科健診受診券
＊体調が安定しているときに受けてください。

健康体操教室�
各時間帯１４名

３／１４（月）
①９：２０～�②１０：２０～�
保健センター

２／１５（火）から
電話受付
＊�２月に参加されるか
たは、開催日の一週
間前時点で空きが
ある場合を除き、申
込できません。

・持ち物：タオル、飲み物
・動きやすい服装、運動靴でご参加ください。
＊①、②どちらかしか申込できません。

ストレッチを楽しもう！
各日１４名

①３／４（金）１０：００～
②３／８（火）１４：００～
保健センター

・�内容：①はエアロビクスの要素を取り入れた
ストレッチ、②はいすで行うストレッチです。
・持ち物：タオル、飲み物
・動きやすい服装、運動靴でご参加ください。

◆資格要件　助産師、保健師、看護師のいずれかの免許及び普通自動車運転免許（オートマ限定可）を有するかた
◆業務内容　妊産婦相談、乳幼児健診、新生児訪問などに関する電話、窓口業務（ワード、エクセルの基本操作含む）
◆任用期間　令和４年４月１日～令和５年３月３１日
◆任用条件　�○勤��務��日：原則月～金曜日　　　○勤務時間：①８：３０～１７：００　または　②８：４５～１７：１５�

○勤務場所：保健センター　　　　○休　　日：土日祝及び１２月２９日～１月３日、有給休暇（月１日）あり�
○給　　料：月額２５１，５００円　通勤手当、賞与あり、社会保険（雇用、労災、健康、厚生年金）完備

◆採用試験　３月１日（火）１０：００～　保健センターにて面接　　　　
◆申　　込　�２月２５日（金）までに、履歴書（顔写真貼付）及び資格証の写しを保健センターへ持参（平日８：３０～�

１７：１５）または郵送してください（必着）。
＊提出書類は返却しません。取得した個人情報は採用試験の実施、選考のためにのみ使用します。

　コロナ禍で自宅で過ごす時間が増えている中、生活習慣病や体力低下を予防するため、自宅で気軽にできる運動を学
び、健康で美しい身体づくりをしませんか。
◆日　時　①３月４日（金）　②３月９日（水）いずれも１４：３０～１５：３０　　���◆場　所　保健センター
◆対　象　市内在住の４０歳以上６５歳未満のかた　　　　　　　　　　　　���◆定　員　各日、先着１４名
◆内　容　①は中程度の強度で自宅で気軽にできる運動　②は身体の柔軟性を高めきれいな姿勢を目指すストレッチ
◆講　師　山田　めぐみ氏（健康運動指導士）　　　　　　　　　　　　　　��◆費　用　無料��
◆持ち物　筆記用具、タオル（３月９日はバスタオル）、飲み物　＊動きやすい服装、運動靴でご参加ください。
◆申　込　電話にて申込

◆対　象　昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれの男性で、次の①～③のいずれにも該当しないかた
　①風しんにかかった旨の検査証明書がある　　②過去に風しんまたはＭＲワクチンの予防接種を受けている
　③�平成２６年４月以降に風しん抗体検査を受け陽性記録がある、もしくは令和元年・２年度にクーポン券を使用して�

抗体検査を受けている　
＊�抗体検査（１回）を受けた結果、十分な量の抗体が確認できなかったかたは、麻しん風しん混合（ＭＲ）ワクチンも�
無料で接種できます。
＊�対象者へは、昨年５月末に無料クーポン券を送付しています。紛失や転入などの理由によりお持ちでないかたは、�
保健センターまでご連絡ください。

会計年度任用職員を１名、 募集します （助産師、 保健師、 看護師）

健康づくり教室 「おうちｄｅ美身体づくり」 参加者募集 （申込制）

成人の風しん抗体検査と予防接種　～無料で抗体検査を受けられるのは２月２８日まで～

第４９０号日月年令和４ ２ ７
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�月�日 香�芝�清�掃 大�和�清�掃

３/１（火）
狐井�
（磯壁の一部を含む）

２（水）良福寺・鎌田

３（木）東良福寺

４（金）東良福寺 高・上中

５（土）別所・瓦口 今泉・平野・尼寺

�月�日 香�芝�清�掃 大�和�清�掃

３/７（月）五位堂 下田（西・東）

８（火）五位堂
北今市・藤山・穴虫・畑・
逢坂

９（水）五位堂 関屋・田尻・穴虫

１０（木）畑・磯壁・本町

１１（金）下田（西・東）・五ヶ所

＊くみ取り便槽 ( 非水洗 ) 収集日程　令和４年３月分 ◆問合先　市役所市民衛生課　☎４４－３３０６

＊浄化槽清掃日程　令和４年３月分　（日曜日・祝日・休日は休み）

＊各日程については、作業状況により２～３日前後することがあります。
＊浄化槽は、浄化槽法第１０条で年１回以上の清掃が義務付けられています。
＊転入・転出されるとき、また公共下水道に切り替えられたときは、市役所市民衛生課までご連絡ください。
＊清掃の作業内容や料金などについては、各清掃業者へお問い合わせください。　◆香芝清掃　☎７６－６１０８　大和清掃　☎５２－３３７２

＊�作業時間の目安は、月～金曜日：８：００～１５：００、土曜日：８：００～１２：００です。作業状況により前後する場合があります。
＊�浄化槽清掃について、３月に汲みもれた世帯は、４月に予備の日を設けますので、４月１日（金）～７日（木）までに市役所市民衛生課
へ電話でお申し込みください。（注意：予備日の受付件数には限りがあります。料金は一斉清掃時と同じですが、前年に清掃をされてい
ない場合はこの限りではありません。）

３月１２日（土）～３１日（木）　［香芝清掃］畑（国道１６５号より南側）

３月１０日（木）～１７日（木）　［大和清掃］穴虫二上（近鉄大阪線より北側）

３月１７日（木）～２４日（木）　［大和清掃］穴虫二上（近鉄大阪線より南側）・逢坂２丁目の一部

３月２４日（木）～３１日（木）　［大和清掃］畑３、４丁目（国道１６５号より北側）・逢坂１丁目の一部

●コミュニティバス運休日（木曜シャトル便を除く）：毎週木曜日、２月１１日（金・祝）、３月２１日（月・祝）
●毎週木曜日に運行している木曜シャトル便運休日：無し
＊運行状況は市ホームページよりご確認ください。

「ええもんクルっと市」について

   家庭で不要となった再使用可能なものを回収・無料配布するリユースイベント「ええもんクルっと市」を開催します！今回も
“食器類”を集め、必要とするかたに配布することで、ごみ減量を図りたいと考えていますので、ご協力・ご参加をお願いします。

□ 期　間 ： ２月２１日（月）～２５日（金）まで
□ 場　所 ： 市民衛生課（市役所１階）　窓口
＊回収場所は市民衛生課窓口のみです。市役所以外の回収

場所は設けませんのでご注意ください。
＊回収は開庁時（平日８：３０～１７：１５）のみです。
＊右に示す「回収できない食器類」については、引き取り

できませんので、あらかじめご了承ください。

◆問合先　市役所市民衛生課　☎４４ー３３０６

ごみ減量の取組
～ まだ使えるモノをみんなでリユースする仕組みづくり ～

【食器類回収】

□ 日　時 ： ３月２１日（月・祝）　１０：００～１６：００
＊感染症拡大防止の観点から延期する場合があります。
＊感染症対策のため、最小スタッフでの開催となります
　（会場にスタッフは常駐しません）。

□ 場　所 ： 市役所南側駐車場（西側車庫内）
＊食器類は１０：００～１６：００まで展示し、その間、定

期的に補充しますので、慌てずにご来場ください。
＊ごみ減量に向け、食器類を持ち帰るための新聞紙や袋など

は用意しませんので、マイバッグをご持参ください。
＊駐車場の台数に限りがあります。

【開　催】イベント当日は食器類の回収は行いません

回収できる食器類

回収できない食器類

ご家庭にある再使用可能な茶碗、皿、湯のみなどの食器類
（陶磁器製及びガラス製のもの）
□ 回収した食器類は、無料で配布します。
＊その他、環境啓発事業などに活用させていただく場合があ

ります。あらかじめご了承ください。

□ 割れたもの
□ 欠けたもの
□ 汚れたもの
□ シールなどが

貼られたもの

再使用可能なものだけを持ち込みください
★次に使う人が“気持ちよく”使えるように、

汚れたものはきれいにし、回収できるも
のだけを持ち込みください。

「ええもんクルっとコーナー＋」は２月１８日（金）に
開催します。
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